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写真左から、松田康太郎 静岡県支部幹事長、斎藤義房（広報委員長）、上川陽子法務
大臣、村越進 理事長、菰田優 幹事長、小川晃司（本誌編集長＝聞き手）

100 代目という節目の大臣に就任することになり
ました。時代も国際化の節目を迎えています。様々
な課題に結果を出していく、法務省あげて役割を果
たしていきたいと思います。法治国家の中心は憲法
です。法制度の基盤を堅固にし、国民目線で「誰ひ
とり法の保護から取り残さない」という目的意識を
もって取り組んでいきます。

安全安心の社会づくりを国内だけでなくアジアま
で広げて推進していくにあたって、弁護士会の方々
にも知見を持ち寄ってご協力いただきたいし、協力
させていただきたいと思います。
また、法教育については、小さいころから法的な
ものの考え方をきちんと身に着けていくため、国や
弁護士会などで出前授業を実施していますが、実施
校の偏りをなくし全国へ広げるためには、法務省の
力だけでは足りません。あまねく国内へ広げていく
ための知恵をお借りしたいと思います。

総理大臣から負託された①利用しやすい司法、②
差別・虐待の防止、人権擁護の取り組み、③再犯防
止、④領土・領海・領空保全の取り組み、の 4つの
項目を着実に遂行していきます。
無戸籍者問題については、弁護士会のご協力もい
ただき、官民挙げて取り組んでまいりましたが、ま
だ道半ばです。戸籍担当窓口以外も含めた情報集約
依頼を改めて周知徹底し、地方における関係機関と
の連携を強化するなどして、無戸籍者問題の解消に
向けて、より一層積極的に取り組んでいきたいと思
います。

再犯防止については、2016 年に施行された再犯防
止推進法に基づき、国・地方公共団体・民間が緊密
に連携して取組を進めていく必要があるため、キャ
ラバン活動なども展開していきたいと考えています。
また、犯罪被害者施策についても、性犯罪の罰則を
大幅に見直す法改正が 2017 年６月に成立しました
ので、その適切な運用に努めるとともに、引き続き、
犯罪被害に遭われた方々の声に真摯に耳を傾け、被
害が潜在化しやすい性犯罪を含む、犯罪被害者に対
する施策の一層の充実・強化を図っていきます。
利用しやすい司法については、法曹養成の問題が
重要ですし、また、国際化のなかで司法外交も重要
です。国連の SDGS（持続可能な開発目標）達成の
基盤でもあります。国際仲裁についても、外国と同
じことをしていてはだめで、例えば知財事件など、
我が国ならではの強みを生かした制度を整備してい
きたいと思います。司法の IT化も、よくデザイン
することが大切ですね。

誰ひとり法の保護から 
取り残さない

インタビュー

上川陽子法務大臣に聞く

平成29年11月13日　法務大臣室にて

Q ご就任おめでとうございます。2014年以来、
二度目のインタビューとなりますが、従前のご
経験を踏まえ、法務大臣としての意気込みをお
聞かせいただけますでしょうか。

Q 弁護士や弁護士会へメッセージをお願いします。

Q 今次内閣で重点的に取り組みたい課題は何で
しょうか？
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【柳楽】　弁政連ニュース
では48号（2017年 4月発
行）から連続して「日弁
連の国際戦略」に関係す
るテーマを取り上げてき
ていますが、今回は「ビ
ジネスと人権」を取り上
げます。2017年 9月に開
かれたLAWASIA東京大
会でもこのテーマのセッ
ションが開催されるな
ど、いま注目されている
テーマだと思います。はじめに、簡単に自己紹介を
お願いします。
【高橋】　高橋と申します。弁護士業務として国内外
のコンプライアンス対応のアドバイスをさせていた
だいております。この本来業務との関わりや、日弁
連の弁護士業務改革委員会の「CSRと内部統制に関
するPT」の座長で「ビジネスと人権」の問題に長
年取り組まれてきた齊藤誠弁護士からのご指導もあ
り、同PT副座長として「人権デュー・ディリジェ
ンスのためのガイダンス」や「海外贈賄防止ガイダ
ンス」の策定に関与させていただきました。ジェト
ロ・アジア経済研究所の政策提言研究会の委員とし
ても、省庁の関係者の方々とビジネスと人権に関す
る議論を重ねてまいりました。
【三村】　三村です。もともと法律事務所に勤めてい
ましたが、2005年からインハウスカンセルともいわ
れる社内弁護士になっておりまして、最初は医療機
器メーカー、次に医薬品メーカーと、12年くらい社

内弁護士をやっております。企業の中でコンプライ
アンス、ガバナンス、デュー・ディリジェンスなど
の実務経験を積んできました。
【田瀬】　田瀬和夫と申します。今は自分で立ち上げ
たコンサルティング会社でSDGs（国連の「持続可
能な開発目標」）を日本企業に取り込んでいただく
お手伝いをしています。「ビジネスと人権」の問題
はデロイトトーマツにいる頃から国連グローバル・
コンパクト（UNGC）への貢献の一環として取り組
んでおりまして、その前職は国連の人道問題調整事
務所の上級顧問として「人間の安全保障」の分野に
従事していました。その前職は外務省で、ほとんど
国連に携わることをやっておりました。なので、国
連の観点から見てここに至るまでの全体像はある程
度把握しています。よろしくお願いします。

■そもそも「ビジネスと人権」とは?
【柳楽】　この「ビジネスと人権」というテーマなん
ですが、日本ではまだそれほど広く知られていない
というか、このテーマに関心を持っている弁護士も
国会議員もまだ多くはないというのが現状ではない
かと思います。このテーマをよく知らない、あるい
は全く知らないという方のために、概要をご説明い
ただけますでしょうか。
【高橋】　企業と人権の関わりというと、差別やハラ
スメントの問題といった狭い概念の問題と誤解され
がちかと思いますが、この「ビジネスと人権」の問
題には、例えば児童労働、強制労働、長時間労働・
過労自殺や技能実習生の問題などの労働問題も含ま
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れますし、有害化学物質の排出や違法森林伐採に
よって地域住民が被害を受けるといった環境問題も
含まれます。これまで、このような問題への対処で
コンプライアンスを超える取組みは企業の社会的責
任「CSR」として議論されてきたのですが、CSRは
あくまでも企業の自主的な取組みという位置づけで
した。このCSRの考え方を大きく変えたのが、2011
年の「ビジネスと人権に関する国連指導原則
（UNGPs）」です。
　この指導原則は、①「人権を保護する国家の義
務」、②「人権を尊重する企業の責任」、③「被害者
の救済へのアクセスの確保」という 3つの柱から
成っていて、企業に「人権を尊重する責任」がある
ということを確認しています。企業活動によって直
接または間接的に負の影響を与えているステークホ
ルダーがいるならば、それにしっかり対処して下さ
いということです。ここで「人権」という言葉を使っ
ているところがポイントで、先ほど申し上げた労働
問題や環境問題を「人権」というレンズを通して位
置付けることによって、これまでは法的責任の外に
ある自主的な取組だったものを、そうではなくて法
令遵守の課題そのものに引き上げたというところが
重要です。もう一つのポイントは、この指導原則は
企業のサプライチェーン全体に関わってくるという
点です。原材料の調達先や海外工場といった、企業
のサプライチェーンにおける間接的な人権への負の
影響にも対処することが求められています。この点
が非常に重要です。
　この国連指導原則は各国の法制度にも大きな影
響を与えています。たとえば米国の紛争鉱物規制、
英国の現代奴隷法、EUの非財務情報開示指令など
です。これらの法令は、企業のサプライチェーン
において、環境・社会・労働問題などへの対処を
求め、また対処の状況について開示して下さいと
いう法律です。このような法整備が具体化され始
めています。
【田瀬】　国連においては人権は国家という枠組み、
主権という枠組みの中で捉えられてきました。人権
という権利を持つ者、ライツホルダーがいるからに
は、それに対して義務を負う者、デューティーベア
ラーがいます。これまでの国連の議論では、その
デューティーベアラーを唯一国家と考えていまし
た。しかし、途上国の労働者や子どもの人権はどう
かというと、いつまでたっても実現されない。どう
してかというと、主権国家にその意思ないしは能力
がないからです。だから国家に義務があると言って
いるだけではいつまで経っても実現しないのです。
そこで考えたのが、この人たちの人権に影響を与え
ているのは誰かというと、お金を持っている企業だ
と。この企業にも責任を負わせようと。それが今回
の指導原則に出てきた企業の責任です。
　2011年の国連指導原則では、「国家の義務（duty）」
と「企業の責任（responsibility）」という言葉を使
い分けています。実はこれはとても巧妙に仕掛けら
れているパラダイム・シフトの魁なんです。2011年

の指導原則は、企業に人権を尊重する「責任」があ
りますよということを確認するにとどめたのです
が、国際社会には明確に、これを将来的には「義務」
にしていこうとする動きがあります。先ほど高橋さ
んのおっしゃった英国現代奴隷法も、フランスの法
律もアメリカの法律も、それを見越した形で、企業
の責任を果たさせるために、まず情報開示の義務を
課したわけです。人権を守るということそれ自体を
義務とはしていないですけれども、情報の開示を義
務にすることで人権を尊重する責任を果たしてくだ
さいねという立法をしたわけです。

■ 人権に無頓着だと取引先に選ばれない時代
【高橋】　2014年にEUで非財務情報開示指令、2015
年に英国現代奴隷法が採択されたのですけど、さら
に最近の流れとしては、単に情報開示だけではなく
て人権デュー・ディリジェンスを義務付けるという
法律が2017年の 2月にフランスで採択されました。
オランダでも児童労働に関するデュー・ディリを義
務付けるような法律も下院を通って上院で審議され
ているので、いま、こういう形で人権デュー・ディ
リというプロセスを義務付けることで、企業の法的
な注意義務の判断材料になるのではということも議
論されている状況です。
【柳楽】　人権デュー・ディリといえば、日弁連が「人
権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス（手
引）」を2015年 1 月に公表していますが、企業の
デュー・ディリの現場にはどのような変化があった
でしょうか。
【三村】　2000年代に入っ
てから、アメリカ系の企
業で贈収賄防止に関する
デュー・ディリジェンス
が日本でも導入され始め
ました。私は2005年から
米系企業に入ったのです
が、そこは、その頃まだ
日本では殆ど行われてい
なかったデュー・ディリ
ジェンスを初期に取り入
れた企業でした。それを
日本で浸透させることことには大変苦労しまして、
取引先からは「なんでこんなことをやらされる」と
か、「こんなことをやらされるなら取引できない」
と言われるくらいの抵抗がありました。それから 5
年くらい経って、贈収賄に関するデュー・ディリ
ジェンスは、だいぶ浸透してきて、文句を言う会社
も減ってきたかなと感じました。ちょうどその頃、
2010年にイギリスの贈収賄防止法が制定されまし
て、ヨーロッパの会社も贈収賄のデュー・ディリ
ジェンスに力を入れるようになりました。さらに欧
米系の大企業では、取引先企業をコントロールする
というルールが徐々に浸透してきて、贈収賄関係の
デュー・ディリジェンスに加えて、人権と言われて
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いる労働、環境が加わったデュー・ディリジェンス
を行うようになってきたという流れかと思います。
現在私が所属している会社は、製薬企業の中ではコ
ンプライアンスに関して先駆的なことを行う会社な
のですが、それでもこのような労働、環境を含めた
デュー・ディリジェンスを行うようになったのは 2
～ 3年前です。これを全世界でやっていくわけで
す。やり始めると様々な国で大きな抵抗がありまし
た。取引先がたくさんある地域で始めるのは難しい
ので、最初は南米など、比較的取引先が少ない国か
ら取引先のデュー・ディリジェンスをはじめて、そ
れでも大きな抵抗を受けながら徐々に定着していっ
ている感じです。日本ではまさに今年から本格導入
を始めましたが、大変な状況です。こちらから取引
先を評価するわけですよね。評価して問題が見つか
ると「問題があるので直して行きましょう」という
わけですが、取引先企業からすれば余計なお世話だ
ということで、「なんでおたくと取引をするために
こんな面倒なことをやらなければならないんだ」と
言われてしまうのが現状だと思います。これは、必
ずしも世界中で素晴らしく統制が取れていて、日本
だけが突出して遅れているということではないと思
います。ただ、世界中で、大企業がその取引先を選
定する時代になってきているといえます。日本は中
小企業がとても多いわけで、この中小企業を育てて
いくという観点は非常に重要だと思うのですが、人
権とか贈収賄防止とかの問題にコストをかけていな
い、あるいはかけられない会社は、取引先として選
定されない時代になってきているというのは、企業
にいて強く実感しているところです。
【柳楽】　大企業にとっては、サプライチェーン上の
どこかで人権問題が起こっているというニュースが
出ると不買運動が巻き起こったりして、そういうレ
ピュテーションリスクがあるわけですけれども、で
は大企業だけが意識していればいいのかというと、
そうではなくて、その大企業の取引先として認めて
もらうために、サプライチェーンの先にある中小企
業も、きちんと人権問題に対する取組をしなければ
ならないと。そういうことになれば、これはもう全
部の企業に関係してくる話ですよね。
【田瀬】　そのとおりです。三村さんの会社なんかも
そうで、グローバルにつながっている会社さんはと
ても意識が高い会社が多いと思うのですけど、残念
ながら私が見ていて、特に日本で大きくなってきた
会社で人権方針を持っている、ないしはサプライ
ヤーに対する人権デュー・ディリのプロセスを持っ
ていて、評価と改善までのプロセスを回せる企業は
殆どありません。例えば、国内大手の自動車メー
カーの多くのサプライチェーンはなんと10次以上あ
るそうなのですが、今まで「人権」という言葉は使っ
てきていないんです。でも伝え聞くところによる
と、ついに最大手を含めた自動車業界が人権に関し
て動き出した。これでどうなるかというと、彼らが
人権デュー・ディリを始めると、サプライチェーン
のどこまで波及するかはわかりませんが、 3次、 4

次くらいまでの日本の会社はもう確実に影響を受け
るわけです。その影響を巻き起こすのが怖かったの
で今まで使わなかった。わかっていたけど大丈夫だ
ろうと思っていたのが、そろそろまずいぞと。それ
がアパレルでも起きている。商社でも起きている。
人材派遣業でも起きている。そういう状況なんです
けど、現実はまだ追いついていないというのが今の
私の実感です。

■日本企業の国際競争力を高めるために
【高橋】　日本の企業が法務部門も含めて取組を進め
るようになったのは、おそらく2015年に成立した英
国現代奴隷法の影響が大きいのではと思っていま
す。英国現代奴隷法はイギリスで事業の一部を行っ
ていて一定の売上がある場合には適用される法律で
すので、イギリスで事業を行っている日本企業にも
対応が必要ということで取組を検討する企業が多く
なっているとは思うのですが、あくまでもこれはイ
ギリスの法律です。このイギリスの法律にどう対応
するか、というよりは、本来であれば、日本にもそ
ういう法律や枠組みがあって、日本の企業に即した
サプライチェーン管理とは何か、そういうものに即
したルールがあったほうがいいのではないか、とい
うように私は思っています。
【田瀬】　同感です。イギ
リスの現代奴隷法は非常
に巧妙な法律で、人権の
保護に対してどのような
体制や方法論を持ってい
るかということを情報公
開しなさいという法律な
のですが、情報開示の義
務を課されるだけで、か
なり情報のマーケットに
判断されます。イギリス
の政府はそれをしっかり
狙っています。十数次、数千社に及ぶサプライ
チェーンを持つ大企業がその末端に至るまでサプラ
イチェーンを管理して人権を確保できるかという
と、現実的に不可能だとみんな思っています。しか
し、少なくとも、何らかの方針と方法論をもってお
くべきだと。その方法論について開示しなさいとい
うところまで行っています。フランスはもうちょっ
とその先を行っているのですが、そういう方法論を
持つことは日本でもやるべきだと思うし、それが責
任ないし義務となってもいいのではないかと思いま
す。
【三村】　今の話は私も大賛成でして、日本なりのス
タンダードがあったほうが日本の企業として動きや
すいと思います。日本人は真面目ですし、労働問題
や環境問題にしても、実質的には大きな問題はない
と思っています。ただ、日本人はそれを説明するの
が非常に苦手な国民だと思っています。「こんなふ
うにちゃんとやっていますよ」と説明できれば現状
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のままでも問題はないのに、それができないため、
他国から見ると何もやっていない国と同じレベルの
ように見られてしまう。それでも、日本の経済が良
かった時代は世界からもリスペクトされていて、外
資系企業でも日本は一つのリージョンとして本社に
ダイレクトレポートする企業が多く、日本は独自性
を保てたので、まだ良かったと思います。しかし、
今では世界での日本のポジションは急速に低くなっ
ていて、「アジア地域の一国」という位置づけになっ
ている外資系企業がとても多くなっていると思いま
す。アジア地域の一国ということは、何もなければ
アジアの他の国と同じ基準に従って取引先のコント
ロールを行わなければならないということになりま
す。しかし、日本において対外的にも承認されるよ
うなスタンダードがあれば、それに従っていること
により、コントロールが行われていることを示すこ
とができ、日本企業の国際的な競争力を高めていく
上でも役に立つのではないかと思います。
【高橋】　どういう形でリスクや課題に対応している
のか、その取組状況を非財務情報として開示するた
めのルールがあった方がいいという議論は、企業の
担当者の方からも聞くことがあります。逆に、企業
の中では、リスクに関する情報を出すとマスコミか
ら色々叩かれるのではないかというような反発が出
てしまって、企業の透明性を高めて企業の取組をア
ピールするための情報を出したほうがいいのではな
いかと思いながらもトップのコミットメントがなか
なか得られない。そういうことで悩んでらっしゃる
企業の方もいると聞いております。その観点から言
うと、やはりルールや枠組があって一定範囲の情報
を出さざるを得ないということになれば、その中で
うまく工夫をしながら企業がいろんな情報を出して
くるということになるのではないかと思います。
【田瀬】　おっしゃるとおりです。ただ、今の高橋さ
んの話には前段階があります。今の日本の企業は、
情報開示をするという前に、そもそもその情報につ
いて知らないことが多いのです。自社について知ら
ないのですよね。これはよく経営者に話をするとき
に、健康診断に例えるんですよ。会社の競争力と売
上は、いわば「筋力」です。サプライチェーン上の
人権の話というのは、どちらかというと「内臓」の
話なんですよ。内臓の強さを競う競技ってないです
よね。競技はないけれども内臓が悪かったら死ぬわ
けですし、力も出ません。健康診断をやって数字を
取っておかないと、どこにどういうリスクがあるの
かわからないんですけど、日本の健康診断以前に体
重計にも乗っていない。日本人も日本企業も自分の
ことを知るのが怖いのか、健康診断そのものがとて
も嫌いです。ましてや情報開示となると二段階の
ハードルがある。体重計に乗ること。人間ドックに
行くこと。それで自分の健康状態を把握した上で開
示しろということですからね。ダイエットに一番い
いのは毎日体重計に乗ることです。自分について
ちゃんとモニタリングしておくことが大事なのです
けど、日本の企業はそれができていない。

【高橋】　非財務情報開示のルールや、人権デュー・
ディリのルールというものは、法律ができる前後に
国別行動計画が発表されているケースがあります。
例えばイギリスでは、この英国現代奴隷法が2015年
にできた後に、既に作られていた国別行動計画を
2016年に改訂し、この法律ができたことをアピール
しました。また、フランスの人権デュー・ディリ法
も2017年の 2月にできたのですけど、その 2ヶ月後
の2017年の 4月にフランスでも国別行動計画ができ
たという流れであります。国別行動計画は、国が企
業の人権デュー・ディリに関する期待を示した上
で、国連指導原則をどう政策に落とし込んでいくの
かその計画を示すものですが、現在の取組をアピー
ルする場にもなりますから、政府が取組をアピール
するためにも法律を作っておこうという動きにもな
ると思います。また国別行動計画ができる前には
様々なステークホルダーと議論した上で計画を作る
という枠組みになっていますので、その議論の中で
法律が必要だという動きも出てくるのかなと感じて
いるような状況です。日本も、2016年 11月に「国
別行動計画を数年以内に発表する」というコミット
メントを発表して、今後、ルール形成や様々なイニ
シアチブを策定していくことが期待されています。
【田瀬】　国別行動計画の中身について言うと、先ほ
ど来話に出ているとおり、まず情報開示に関するガ
イドラインは最低限必須だと思います。そこまでは
行ってほしいですね。
【柳楽】　ただ、「こういう情報を把握したうえで開
示しなさい」と義務化すれば、把握するためのコス
トがかかりますよね。
【三村】　そのコストは、何もしないで放置していて
後からかかるコストに比べると相当安くなるはずだ
と思います。日本企業の国際競争力を高めるために
も、そういうことも先んじて実践して、コストはか
けなければならない。コンプライアンスにはコスト
がかかる時代ですので、それに気が付かずに何も
やっていないことが、将来的に大きなコストとして
降りかかってくるのではないかと思います。
【柳楽】　きちんとコストをかけて対応しないと、国
際的な競争力を失うことになっていきますよね。そ
のための内臓を鍛える必要があると。
【田瀬】　その話は経営者には響く場合があるのです
けど、事業部長クラスにすると「てやんでえ」と。
「俺は車の会社だ。社会に貢献しているんだと。も
うやっているのだからうるさいこと言うな」という
反応が返ってくることがあります。
【高橋】　ただ、日本でもルールが全くないわけでは
なくて、一例ではありますけど、上場企業に適用さ
れるルールとして「コーポレートガバナンスコー
ド」があります。そこで「ESG投資」、つまり、環
境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス
（Governance）と、投資家の目線で見たときの重
要な要素が言われていますけれども、その中でもガ
バナンス、「G」の部分では様々な開示がすでに要
求されています。日本のコーポレートガバナンス
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コードの特徴として、第二章で、株主以外のステー
クホルダーとの協働という原則がありまして、その
中で環境や社会との関係でのサステナビリティに関
するリスクを重要なリスク管理の一つとした上で対
処すべきと書いておりまして、ほとんどの日本の上
場企業は99%この行動を実施しますとコミットして
います。ただそれをどういうふうに実施するかとい
うことについてはコーポレートガバナンスコードで
は開示を要求していませんから、ここを少しもう少
し具体化するだけでも、情報開示がより広がるので
はないかと。全くゼロから報告書を作るという義務
を課すのではなくて、日本の制度として発展させる
ことができるのではないかと思っています。

■金融市場では「待ったなし」の状態
【柳楽】　そういう意味では、金融市場が果たす役割
というのも重要なのですよね。
【田瀬】　ひとつ例を申し上げますと、ノルウェーの
年金基金、残高が104兆円ぐらいで日本に次いで何
番目かに大きいのですが、そこはしっかり自家運用
していて、人権デュー・ディリをやっていない企業
からの株式の引揚げ（ダイベストメント）を本気で
やっています。日本の会社18社に対して2015年の 5
月にこのノルウェーの年金基金から書簡が届きまし
た。この18社のうち期限までに返答したのが10社で
す。期限までに返答しなかった 8社については、さ
らに「次の期限までに返さなければ、投資を引き揚
げた上で、あなたの会社の実名を公表しますよ」と
いう書簡が届いた。そのうちの数社にお話を聞いた
のですが、全くそんなこと知らなかったと。去年の
書簡が来た段階では、ただのアンケートだと思って
答えていない企業もあった。そうしたら今年になっ
て突然の最後通牒みたいなものが、 1か月以内に返
答しないと資本引き揚げますよと来てしまったわけ
です。そういう意味では、人権というのは金融機
関、投資家が関わる部分が大きくて、日本の大手企
業にとって対岸の火事というか、対岸で火事があっ
たことすらほとんど知らなかったような状況が、突
然今年になったら洋服に火がついていたというよう
な状況が生じた。待ったなしです。
【柳楽】　国別行動計画の策定にあたっては全てのス
テークホルダーで議論をして作らないといけないと
言われていますけれども、たたき台は誰が作らなけ
ればならないですよね。投資家や市場との対話を通
じてその中で必要な情報を開示する仕組みを作ると
いう話だとすると、金融系の人たちが音頭を取った
ほうがいいのではないかと思うのですが。
【高橋】　ご指摘のとおりだと思います。国別行動計
画は、金融だけではなく様々な分野での課題を色々
と洗い出していく過程で進めていく必要がありま
す。一方で、すでに金融の世界では田瀬さんのおっ
しゃるとおり、企業は投資家から様々なエンゲージ
メントを受けていて、日本の企業にとっては緊喫の
状況であることからすると、証券取引所を始めとし

て金融業界が国別行動計画に先行してひとつのモデ
ルを作っていくというのも一つの方法だと思いま
す。そこに弁護士としてもグッドプラクティスを議
論・共有していことはものすごく重要だと思います。
【柳楽】　先程のダイベストメントの話なんかはまさ
にそうですよね。海外から投資を受けていたところ
が、これをやっていないと投資を引き揚げられてし
まう。そういう状況にあるのだということをまず
知ってもらわないといけませんよね。
【田瀬】　スチュワードシップコードと並んで重要なの
が国連の責任投資原則（Principles for Responsible 
Investment;PRI）ですけど、極めて重要な動きは日
本の年金基金（GPIF）ですね。GPIFが2015年 9月
に国連の責任投資原則に署名していますが、GPIFは
徹底的にこの投資を流行らせたい。今日本の年金基
金は自己投資をすることは法律で許されていませ
ん。140兆円持っていて勝手に変なものに投資された
ら困るからことで機関投資家を通じて投資をするとい
うことしか許されていません。しかし、ノルウェーの
年金基金は自家運用しています。自家運用している
からこそ、逆に引き上げることもできる。GPIFも自
家運用を行うべきではないでしょうか。そうしないと
効果が出ないですから。日本のGPIFが自家運用を始
めてダイベストメントするぞと言ったら本当にマー
ケットはびっくりします。そしてそれを求める声が確
実にある。そういうところまで流れが来ていて、この
GPIFの動きをどうやって僕らが盛り上げていこうか
という方策を考えている状況にあります。

■国会議員の役割
【柳楽】　お話をお聴きしていて、この話は日本の経
済戦略・国家戦略として優先度の高いテーマなので
はないかと思えてきました。このテーマに対して、
国会議員の先生方にはどのような役割を期待します
か。
【高橋】　私は国会議員の
先生方の役割は非常に重
要だと思っています。国
別行動計画とは、様々な
ステークホルダーの方、
色々な関係者の方の意見
を集約して今の日本の企
業における企業が関わる
ようなビジネスと人権に
関する現状を評価した上
で今の法律や規制と現状
がどの程度ギャップがあ
るのかを図った上で、ギャップが有るのであれば、
それを埋めていくような計画を示していくもので
す。もしギャップが大きければ立法措置も必要にな
るかもしれません。立法までいかなくても行政や企
業の運用を変えれば埋められる部分があるかもしれ
ません。そういったところに関心を持っていただく
ことはすごく重要だと思います。ヨーロッパなどで
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は具体的なサプライチェーン管理や非財務情報開示
に関する立法が行われているものですから、ぜひ関
心を持っていただいて、勉強会などをしてもらう
と、省庁の方々やステークホルダーの関係者にとっ
ても良い刺激になるのではと思っています。
【田瀬】　ちょっと違った観点から攻めますね。「くる
みん」とか「えるぼし認定」ってご存知ですか。女
性の活躍の「えるぼし認定」、それから育児支援の「く
るみん」と「プラチナくるみん」というものがありま
すけど、これが成功しているのです。厚労省が所管
していて、一定の基準を満たすと女性の活躍を行っ
ている会社としてえるぼし認定が出る。えるぼしは
4段階ぐらいあって、えるぼしを取っていないと公
共調達も取れないし、信頼を失うんですよ。この仕
組みは情報開示ですよね。情報を出した企業を認定
してあげて、認定されている会社には取引が行きま
すよという形を取った。そういうことを国会議員が後
押しする。例えば人権デュー・ディリをやっている
会社には人権ボーイとかの認証を作ってあげる。そ
ういうアイデアはいくらでもあると思うので、どこが
やるかはおそらく経産省あたりかと思いますけど、そ
ういうときに国会議員や与党がバックアップしてくれ
ると霞が関にとってはとても心強いですよね。そうい
う議連みたいなものがあっていいと思います。
【柳楽】　認証というと、たとえばISOのような規格
がありますよね。
【三村】　そうですね。そういうスタンダードという
か「なんとかマーク」みたいなものがあると企業と
しては目標を作りやすい。そして、それにより目標
を達成しやすくなるんですよね。かつ、これを持っ
ている会社はこういうスタンダードをクリアしてい
ることを示すことができれば、その会社には
デュー・ディリジェンスをしなくてもいいとか、こ
れがあるということだけ示してもらえばこの基準は
クリアしたとみなしてもいいということになると、
非常に動きやすくなりますね。
【田瀬】　そういう基準を日本で作る場合には、ポイ
ントが 2つあります。まず国際的な水準と比肩でき
るものを作らないと絶対ダメです。たとえば今、オ
リンピックの調達コードにも一定の批判がありま
す。ロンドンやリオのオリンピックに比べると、「今
あるビジネス」でも応札・受注ができてしまうので
はないかという批判です。これから作る人権の認証
がそうなってしまっては求心力を持たないでしょ
う。もう一つは言葉の問題で、MSCみたいな天然
の水産物に関する認証ですけど、英語でしか取れな
いのでハードルが高すぎる。基準自体はそれほど高
くないのに英語で300ページのレポート書いて審査
してもらわなければならないので、とてもじゃない
けど取れないわけです。なので日本語で国際水準で
きちん取れるものをセットする。あと、日本独自の
ものを作るときでも「人権」という言葉は使うこと
が必須です。「人にやさしい」などの言葉で逃げて
はいけません。どうしてかというと、一番最初に申
し上げたようにこれは義務とか責任とちゃんと連動

している概念であって、「人にやさしい」といった、
厳密な責任や義務を負わない概念とは異なるからで
す。侵害される権利をどのように守るか、あるいは
救済するかという社会的・道義的意義があるわけで
すから「人権」という言葉から逃げてはダメですよ
ね。
【柳楽】　そういう認証システムの具体例などがあれ
ば教えていただけますか。
【田瀬】　例えばアメリカのウォルマート。ウォル
マートは、これまでレスポンシブルソーシング、「責
任ある調達」ということで、自社でサプライチェー
ンを辿っていく力をつけるというのがこれまでの方
針だったわけです。ところがウォルマートにはもの
すごい数のサプライヤーがあります。今年からどう
したかというと、セデックス（Sedex）というイギリ
スのNGOみたいなものですけど、どういう会社がど
ういう認証を持っていることをインターネットで検
索できるデータベースがあります。ウォルマートの
サプライヤーになるためにはセデックスの 8つくら
いの調達基準のどれかを取っていないと契約しない
ということにしたわけです。もちろん自分でも
デュー・ディリの力は落とさないということなので
すが、一つひとつをウォルマートがするのではな
く、第三者を使ってそのうちのどれかをしていない
とうちの棚には商品を並べないよというこういうや
り方を取っています。こういうやり方をすると国際
的な認証を取っていないとウォルマートの棚に商品
が並ばないですよと。日本では西友がウォルマート
傘下なので、日本でもそういうことになった場合に
日本の中小がセデックスの認証を持っていないと西
友に商品が並ばないということになる。そういうこ
とになると中小の経営にも大きな影響が出てきます。
【三村】　先ほどのISOなども既にいいビジネスを作
り上げて、そのようなビジネスが世界では多く存在
します。日本がそれに乗り遅れると、海外の認証機
関に認証されたところとしか取引できなくなり、ま
すます日本の企業が海外にお金を落とすことになる
わけです。日本に立派な認証機関、世界がついてく
るような認証機関を作ってしまおうという発想があ
れば、一つのビジネスが成り立ちますよね。
【柳楽】　そう考えると、出遅れるわけにはいきませ
んね。
【高橋】　ただ幸いにもビジネスと人権の分野は2011
年に指導原則ができて、ようやくいろんな物事が動
き始めてきたという状況です。まだ間に合うのでは
と私は思っていて、多くの欧米の方もやはり日本が
どんな取り組みを行うのか非常に関心を持っていま
す。しかも2020年に東京オリンピックがあるという
ことで、そこまでにどのような日本としてのコミッ
トメントやリーダーシップを発揮するのかというこ
とに対して期待している、また注視しているという
状況もあると思いますので、リスクに備えるだけで
はなくて、リーダーシップを発揮していただくため
に国会議員の先生方に、どのような形を取れば企業
を支援していただけるのかご検討していただければ
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ありがたいなと思います。
【田瀬】　これは日本の企業のリスクを最小化すると
共に競争力を高めるチャンスでもあると思うのです
けど、国会議員の先生方にもこの問題を知っておい
ていただきたいと思います。

■弁護士業界は何をすべきか
【柳楽】　それでは、われわれ弁護士業界は何をする
べきでしょうか。
【三村】　デュー・ディリジェンスは弁護士の得意分
野だと思います。弁政連ニュースの前号で国際仲裁
が取り上げられていましたのでその話を例に出しま
すと、シンガポールでは1991年に国際仲裁センター
を開設し、2009年にはマックスウェル・チェンバー
スという仲裁専用のビルを建てて、国際仲裁を呼び
込みました。その後は、アジアの国際仲裁の多くが
シンガポールで行われるようになりました。国際仲
裁を行うということになると、双方当事者が合わせ
てだいたい50人くらいが一ヶ月ぐらいシンガポール
に滞在しなければならなくなる。これはシンガポー
ルにとっては大きなビジネスになります。今回の
テーマである「ビジネスと人権」の課題も、単にコ
ストと考えるのではなくて、ビジネス・オポチュニ
ティと考えることもできます。特にこの分野は法律
家が得意とする分野ですので、ぜひ法律家としてビ
ジネスをリードするぐらいの発想で取り組んでいた
だければと思います。
【高橋】　国別行動計画策定の前提としては、まず現
状認識、今の法律や実務が本当にビジネスと人権の
問題についてちゃんと対応できるだけの仕組みや実
務になっているのかをチェックすることが非常に重
要なのですが、これを上手くチェックできるのは実
務に携わっている弁護士なのではないかと思いま
す。その意味で、現状評価のための叩き台を作る上

で弁護士ができることは多いと思います。企業の
デュー・ディリジェンスをサポートする役割も非常
に重要ですけど、もっと重要なのは、万が一人権侵
害が起こった場合、どうやって救済を図るか、救済
へのアクセスが非常に重大な論点となっていまし
て、その中でも弁護士の役割が非常に強く期待され
ています。企業が苦情を適切に処理するメカニズム
をサポートする、中立的な立場で仲裁・調停を促進
する役割を担えるのは弁護士なのではないかと。加
えて、これまで日弁連の先輩弁護士の方々が公害、
消費者被害、原発被害などに関し取り組んできたよ
うに被害者の方に寄り添って救済を実現していく。
これを国内の問題だけではなく海外の被害者の方の
サポートにも拡げていく。そのためのネットワーク
をどのように作っていくのか、人権の救済をサポー
トしていく上で弁護士が果たせる役割も極めて大き
いと思っています。
【田瀬】　いまパラダイムが変わろうとしているの
で、法令を遵守するだけでは不足だということで
す。多くの弁護士の方が実際のプロジェクトの中で
各国の法令を遵守していけるかどうか、既存の法に
照らした作業をされているのではなかと思うのです
が、それに意味がなくなってしまうという話を僕ら
はしています。そうした意味からは、日常の業務か
ら一歩抜け出たところで、次の明日のルールを考え
るところまで考えていただくというのが、実務家の
皆さんへの私からのリクエストです。もう一つは高
橋さんが仰ったように、救済の方法、ルールができ
ていなくて、逆手に取る人たちがいる。救済に関し
ては何が正義でどういうことが理想なのかというこ
とがきちんと議論できていない。まさにこれは法律
家の方々が一番活躍できるところなのではないかと
思います。
【柳楽】　本日は大変刺激的なお話をありがとうござ
いました。
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第48回総選挙（2017年10月22日施行）

弁政連が推薦し当選された衆議院議員の方々
逢沢　一郎 岡 山 １ 区 自　民
青山　雅幸 静 岡 1 区 （なし）
赤羽　一嘉 兵 庫 2 区 公　明
赤松　広隆 愛 知 5 区 （なし）
赤嶺　政賢 沖 縄 1 区 共　産
秋葉　賢也 宮 城 2 区 自　民
安住　　淳 宮 城 5 区 無所属会
穴見　陽一 大 分 1 区 自　民
安倍　晋三 山 口 4 区 自　民
甘利　　明 神奈川13区 自　民
荒井　　聰 北海道3区 立憲民主
伊佐　進一 大 阪 6 区 公　明
石井　啓一 比例北関東 公　明
石田　祝稔 比 例 四 国 公　明
石原　伸晃 東 京 8 区 自　民
泉　　健太 京 都 3 区 希　望
井出　庸生 長 野 3 区 希　望
伊藤信太郎 宮 城 4 区 自　民
伊藤　　渉 比 例 東 海 公　明
稲田　朋美 福 井 1 区 自　民
稲津　　久 北海道10区 公　明
井上　義久 比 例 東 北 公　明
井野　俊郎 群 馬 2 区 自　民
今井　雅人 岐 阜 4 区 希　望
岩屋　　毅 大 分 3 区 自　民
浮島　智子 比 例 近 畿 公　明
枝野　幸男 埼 玉 5 区 立憲民主
江田　康幸 比 例 九 州 公　明
衛藤征士郎 大 分 2 区 自　民
大串　博志 佐 賀 2 区 希　望
大口　善徳 比 例 東 海 公　明
逢坂　誠二 北海道8区 立憲民主
太田　昭宏 東京 1 2 区 公　明
太田　昌孝 比例北陸信越 公　明
大塚　　拓 埼 玉 9 区 自　民
岡田　克也 三 重 3 区 無所属会
奥野　信亮 比 例 近 畿 自　民
小熊　慎司 福 島 4 区 希　望
小野寺五典 宮 城 6 区 自　民
海江田万里 東 京 1 区 立憲民主
柿沢　未途 東京 1 5 区 希　望
笠井　　亮 比 例 東 京 共　産
門山　宏哲 千 葉 1 区 自　民
金子　恭之 熊 本 4 区 自　民
上川　陽子 静 岡 1 区 自　民
河井　克行 広 島 3 区 自　民
川崎　二郎 三 重 2 区 自　民
河村　建夫 山 口 3 区 自　民
菅　　直人 東京 1 8 区 立憲民主
城内　　実 静 岡 7 区 自　民
菊田真紀子 新 潟 4 区 無所属会
岸田　文雄 広 島 1 区 自　民
岸　　信夫 山 口 2 区 自　民
岸本　周平 和歌山1区 希　望
北側　一雄 大阪 1 6 区 公　明
北村　誠吾 長 崎 4 区 自　民
木原　　稔 熊 本 1 区 自　民

吉良　州司 大 分 1 区 希　望
國重　　徹 大 阪 5 区 公　明
黒岩　宇洋 新 潟 3 区 無所属会
河野　太郎 神奈川15区 自　民
高村　正大 山 口 1 区 自　民
古賀　　篤 福 岡 3 区 自　民
穀田　恵二 比 例 近 畿 共　産
後藤　茂之 長 野 4 区 自　民
後藤田正純 徳 島 1 区 自　民
小林　鷹之 千 葉 2 区 自　民
小宮山泰子 埼 玉 7 区 希　望
近藤　和也 石 川 3 区 希　望
近藤　昭一 愛 知 3 区 立憲民主
斉藤　鉄夫 比 例 中 国 公　明
坂本　哲志 熊 本 3 区 自　民
左藤　　章 大 阪 2 区 自　民
佐藤　茂樹 大 阪 3 区 公　明
佐藤　英道 比例北海道 公　明
志位　和夫 比例南関東 共　産
塩川　鉄也 比例北関東 共　産
塩崎　恭久 愛 媛 1 区 自　民
塩谷　　立 静 岡 8 区 自　民
階　　　猛 岩 手 1 区 希　望
篠原　　孝 長 野 1 区 無所属会
柴山　昌彦 埼 玉 8 区 自　民
下村　博文 東京 1 1 区 自　民
菅　　義偉 神奈川2区 自　民
鈴木　貴子 比例北海道 自　民
園田　博之 比 例 九 州 自　民
平　　将明 東 京 4 区 自　民
高市　早苗 奈 良 2 区 自　民
高木美智代 比 例 東 京 公　明
高木　陽介 比 例 東 京 公　明
高鳥　修一 新 潟 6 区 自　民
高橋千鶴子 比 例 東 北 共　産
武井　俊輔 宮 崎 1 区 自　民
竹内　　譲 比 例 近 畿 公　明
田嶋　　要 千 葉 1 区 希　望
田所　嘉徳 茨 城 1 区 自　民
田中　和徳 神奈川10区 自　民
棚橋　泰文 岐 阜 2 区 自　民
谷　　公一 兵 庫 5 区 自　民
谷畑　　孝 大阪 1 4 区 維　新
玉木雄一郎 香 川 2 区 希　望
田村　憲久 三 重 1 区 自　民
樽床　伸二 比 例 近 畿 希　望
津島　　淳 青 森 1 区 自　民
辻元　清美 大阪 1 0 区 立憲民主
津村　啓介 岡 山 2 区 希　望
寺田　　稔 広 島 5 区 自　民
照屋　寛徳 沖 縄 2 区 社　民
土井　　亨 宮 城 1 区 自　民
遠山　清彦 比 例 九 州 公　明
とかしきなおみ 大 阪 7 区 自　民
富田　茂之 比例南関東 公　明
中川　正春 三 重 2 区 無所属会
長妻　　昭 東 京 7 区 立憲民主

中野　洋昌 兵 庫 8 区 公　明
中山　泰秀 大 阪 4 区 自　民
二階　俊博 和歌山3区 自　民
西村　明宏 宮 城 3 区 自　民
西村智奈美 新 潟 1 区 立憲民主
根本　　匠 福 島 2 区 自　民
野田　聖子 岐 阜 1 区 自　民
野田　　毅 熊 本 2 区 自　民
馳　　　浩 石 川 1 区 自　民
畑野　君枝 神奈川10区 共　産
葉梨　康弘 茨 城 3 区 自　民
濵地　雅一 比 例 九 州 公　明
濱村　　進 比 例 近 畿 公　明
原田　義昭 福 岡 5 区 自　民
平口　　洋 広 島 2 区 自　民
平沢　勝栄 東京 1 7 区 自　民
平野　博文 大阪 1 1 区 無所属会
福田　達夫 群 馬 4 区 自　民
藤野　保史 比例北陸信越 共　産
藤原　　崇 岩 手 3 区 自　民
船橋　利実 北海道1区 自　民
古川　元久 愛 知 2 区 希　望
古川　禎久 宮 崎 3 区 自　民
古本伸一郎 愛知 1 1 区 希　望
古屋　範子 比例南関東 公　明
細野　豪志 静 岡 5 区 希　望
本田　太郎 京 都 5 区 自　民
本多　平直 北海道4区 立憲民主
前原　誠司 京 都 2 区 希　望
牧原　秀樹 埼 玉 5 区 自　民
桝屋　敬悟 比 例 中 国 公　明
松原　　仁 東 京 3 区 希　望
三谷　英弘 神奈川8区 自　民
三ッ矢憲生 三 重 4 区 自　民
三原　朝彦 福 岡 9 区 自　民
宮下　一郎 長 野 5 区 自　民
宮本　岳志 比 例 近 畿 共　産
務台　俊介 長 野 2 区 自　民
望月　義夫 静 岡 4 区 自　民
茂木　敏充 栃 木 5 区 自　民
森　　英介 千葉 1 1 区 自　民
森山　浩行 大阪 1 6 区 立憲民主
盛山　正仁 兵 庫 1 区 自　民
山尾志桜里 愛 知 7 区 立憲民主
山下　貴司 岡 山 2 区 自　民
山花　郁夫 東京 2 2 区 立憲民主
山本　幸三 福岡 1 0 区 自　民
山本　有二 高 知 2 区 自　民
柚木　道義 岡 山 4 区 希　望
吉川　　元 大 分 2 区 社　民
吉野　正芳 福 島 5 区 自　民
鷲尾英一郎 新 潟 2 区 （なし）
渡辺　　周 静 岡 6 区 希　望

敬称略・五十音順
氏名・選挙区・所属会派名の順
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懇談会報告

自由民主党（2017年11月 2 日）
平成29年11月 2日、自由民主党との朝食懇談会が開催された。自由民主党からは、逢沢一郎選挙制度調査会長、森
英介衆議院憲法調査会長、河村健夫司法制度調査会顧問、丸山和也司法制度調査会顧問をはじめ、24名の国会議員が
出席され、日弁連及び弁政連からは、中本和洋会長、村越
進理事長をはじめ弁護士28名が出席した。
日弁連から、「司法アクセスについて」をテーマに、民事
法律扶助及び権利保護保険（弁護士費用保険）について説
明がなされ、国会議員からは、中小企業に対する支援、法
整備支援に関する人材育成、谷間世代の司法修習生に対す
る経済的支援、安保法制及び憲法改正等についてご意見を
いただき、テーマの枠を超えて活発な意見交換がなされた。
 （企画委員会副委員長　金子 春菜）

公明党（11月29日）
11月29日、公明党との朝食懇談会が開催された。公明党から、山口那津男代表、北側一雄副代表・中央幹事会会長、井上義久

幹事長をはじめ12名の国会議員が定刻までに出席された。日弁連及び弁政連からは、中本会長、村越理事長をはじめ29名が出席
した。なお、山口代表から、漆原良夫先生の勇退が報告された。
日弁連から提示されたテーマは「司法アクセスについて」で、

個別には「民事法律扶助」と「権利保護保険（弁護士費用保険）」
についてであった。弁護士出身の議員が多いこともあり、個別具
体的な問題について活発な意見交換がなされた。特に民事法律扶
助については、制度の維持が利用者の償還金に依存していること
の是非が話し合われた。また、権利保護保険については、一層の
周知が必要ということで異論がなかった。
 （企画委員会委員長代行　豊田 賢治）

立憲民主党（11月17日）
平成29年11月17日、立憲民主党との朝食懇談会が開催された。立憲民主党からは、枝野幸男代表、福山哲郎幹事
長、辻元清美国会対策委員長ほか国会議員 8名が出席された。日弁連及び弁政連からは、中本和洋会長、村越進理
事長をはじめ29名が出席した。
枝野代表から立憲民主党の結党と法律家への期待につい
てお話をいただいた後、日弁連からは、市民の司法アクセ
スの充実をテーマとして、民事法律扶助制度の拡充と、権
利保護保険（弁護士保護保険）の現状と利用促進について
説明がなされた。とくに権利保護保険について高い関心が
示され、双方とも活発な発言と有意義な意見交換が行われ
た。
 （企画委員会副委員長　岡本 正）

各政党との朝食懇談会
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希望の党（12月15日）
12月15日、希望の党と日弁連・弁政連との朝食懇談会が開催された。希望の党からは、玉木雄一郎代表、古川元

久幹事長、階猛幹事長代理をはじめ 7名の国会議員が出席され、日弁連及び弁政連からは、中本会長、村越理事長
をはじめ11名が出席した。
民事法律扶助制度、弁護士保険に関し、日弁連側の説明

を受けて意見交換がなされた。希望の党議員からは、東日
本大震災被災者援助特例法の有効期限の再延長に尽力した
い、司法修習生の貸与制世代への救済策を検討したい、相
続関係相談への対応の強化を期待する等のご意見をいただ
くとともに、憲法改正、安全保障法制等の問題だけでな
く、新しく成立した政党として今後の政策の策定に関して
も継続的な意見交換のご希望をいただいた。
 （企画委員会副委員長　石塚 大作）

懇談会資料

当日の説明資料は、弁政連のサイト（http://www.benseiren.jp/）「活動日誌」から御覧いただけます。
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近弁連管内の弁政連支部間におきまして、平成29年 9月 6日、大阪弁護士会館にて懇談会を開催しました。残念な
がら和歌山支部からは出席できませんでしたが、大阪、京都、兵庫県、奈良、滋賀の5支部から支部長が参集しました。
それぞれ支部が抱える悩みを披露しつつ、今後連携していけるところはないかなどなど、さまざまな議論が展開さ

れました。
首長をはじめとする選挙における候補者推薦基準をどうすればいいか、とくに1名選出の場合には推薦がむずかし

いです。政治資金パーティー券の購入についての基準も各支部で事情が異なります。
いずれの支部も会員増加策には頭を痛めているところですが、弁政連が一体となって、何らかの成果をあげること
が会員増加への近道ではないでしょうか（たとえば、司法修習手当創設の成果です）。そのテーマとして、たとえば、
養育費の支払を確保する強制執行法案の改正、行政庁に対する調査における弁護士の関与といったことがあげられま
した。
具体的には1つのテーマを決めて、弁政連全体で政治への働きかけをするということはいかがでしょうか。
今後1年に2度ほど同じような懇談会をしませんか、ということでお開きとなりました。なかなか有意義な時間でした。

ESG投資が注目される中で、迅速・適正な権利救済の司法システム改革が急務です。（さいとう）
新年のご挨拶を申し上げます。今年が皆様にとり良い年でありますよう。（おがわ）
企業が人権に責任を持っていく国際社会の流れに沿った社会にしていきたいですね。（いとう）

法務部門をコストセンター視せずに強化して、体幹を鍛えることで、日本企業は世界をリードしていけるのだと思います。（なぎら）

編集後記

実施日 支　部 活　動　概　要

8月22日
三重県

自由民主党三重県連と懇談し、ＤＶ対策における関係機関の一層の連携強化、消費者被害問題に対応する組織体制の強
化、法教育の推進等を要望。

8月29日 新政みえ（三重県議会会派）団体懇親会において、ＤＶ対策における関係機関の一層の連携強化、消費者被害問題に対
応する組織体制の強化、法教育の推進等を要望。

9月 4日 福岡県 福岡県選出の国会議員の秘書と懇談し、自然災害に関する弁護士会の取組みについての意見交換した。

9月18日 三重県 公明党において要望聞き取り会、ＤＶ対策における関係機関の一層の連携強化、消費者被害問題に対応する組織体
制の強化、法教育の推進等を要望。

10月 4 日
群馬県

大澤正明群馬県知事と懇談し、①行政との連携、②中小企業の支援などについて意見交換した。
11月 6 日 自民党群馬県連（群馬県議会議員）と懇談し、県議会と弁護士会との協議・協力の在り方などについて意見交換した。

11月25日 福岡県
公明党福岡県支部（国会議員及び地方議員）の政策要望懇談会において、①少年法の適用年齢引下げ、②改正組織
犯罪処罰法の運用、③司法修習生に対する経済的支援、④地方消費者行政に対する国の財政的支援、⑤民法の成年
年齢の引き下げ－を要望した。
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本部人事　平成29年12月22日　総務・財務・組織強化の三委員長が交代
　弁政連の 横溝 高至 財務委員長、菊地 裕太郎 組織強化委員長が辞任し、平成29年12月22日の本部常務理事会において、
神 洋明 副理事長（第一東京）を財務委員長に、伊藤 茂昭 副理事長（総務委員長・東京）を組織強化委員長に、伊藤総
務委員長の後任には 髙中 正彦 副理事長（東京）を、いずれも同日付にて選任した。


